
本府では、今年４月１日に地方独立行政法人大阪

府立病院機構（以下「機構」という。）を設立しまし

た。これにより、従前、地方公営企業法の一部適用

により運営してきた府立の５病院（大阪府立急性

期・総合医療センター、同呼吸器・アレルギー医療

センター、同精神医療センター、同成人病センター、

同母子保健総合医療センター）は、地方独立行政法

人法（以下「法」という。）に基づく新たな法人とし

て運営を行うこととなりました。

本稿では、地方独立行政法人化の検討経過、機構

による改革の取組等について紹介します。

府立の病院の地方独立行政法人化については、国

における独立行政法人化の動きと本府における行財

政改革の取組と連動する中で検討が進められてきま

した。

平成１３年８月、府立の病院について、高齢化の進

展や疾病構造の変化への対応、経営の効率化などの

課題に対応するため、大阪府衛生対策審議会に「今

後の府立の病院のあり方、果たすべき役割について」

諮問し、平成１４年９月に出された答申の中で、現在

の運営形態は、経営体として必要な自律性・機動

性・透明性が制度的に十分ではなく、公営企業本来

の経済性を発揮するには限界があるとされ、地方公

営企業法の全部適用と地方独立行政法人制度につい

て検討し、ふさわしい運営形態の具体化を図るべき

とされました。

この答申を受けて、府立の病院としての公的使命

をいかに効率的・効果的に果たすことができるか、

患者・府民への医療サービスの質の維持向上を図る

ことができるかとの視点から、制度の比較検討を行

った結果、事業目標の設定と業績の評価が法的に担

保され、透明性が確保されるとともに、業務運営に

おける自律性・弾力性・機動性の面で、地方独立行

政法人がふさわしいと判断しました。

この地方独立行政法人化の方針については、パブ

リックコメントを実施し府民からの意見をいただい

た後、平成１７年２月議会で機構の定款の議決を得て、

正式に府の方針として決定するとともに、同年３月

に病院改革の内容や移行後の組織運営体制等を具体

的に記した「府立の病院改革プログラム－運営形態

の見直し編－」を策定しました。

平成１８年４月１日にスタートすることとなった機

構は、理事長に前国立大阪病院（現独立行政法人国

立病院機構大阪医療センター）院長であった井上通

敏氏を迎え、職員３,０００名余りを有するそれぞれに特

色のある５つの病院からなる地方独立行政法人です。

大阪府立病院機構による改革の取組地方独立行政法人化の検討経過

はじめに
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ってます！ ま ち づ く り  

府立５病院の地方独立行政法人化について

大 阪 府

地方独立行政法人大阪府立病院機構の概要
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機構では、知事から中期目標として法人運営の基

本的事項についての指示を受け、機構がその中期目

標を達成するための中期計画を作成して、病院改革

の取組を進めているところですが、この中期目標の

前文には、次の３つの基本理念を掲げています。

改革の基本理念

○高度専門医療の提供と府域の医療水準の向上

○患者・府民の満足度向上

○安定的な病院経営の確立

これらの基本理念に沿って、機構においては、高

度専門医療の充実や患者・府民サービスの向上、経

営の効率化のために、新たな取組を進めることとし

ています。

まず、高度専門医療の充実については、脳卒中集

中治療室（ＳＣＵ）や障害者医療リハビリテーショ

ンセンター（仮称）の整備、たばこ病外来の設置な

どに取り組むこととしました。

次に、患者・府民サービスについては、地方独立

行政法人制度の特性である自律性・機動性を活かし

て、各病院の実情に応じ、診療時間の弾力化や予約

システムの改善、検査の土曜日実施、手術実施体制

の充実などに取り組むこととしました。

最後に、経営の改善・効率化については、事務部

門のＩＴ化とアウトソーシングを活用することによ

り、スリムで経営効率の高い業務執行体制を構築す

ることとし、病院の事務職員を１９２人から第１期中

期計画期間中（平成１８～２２年度）に１３０人程度削減

することとしており、平成１８年度にはすでに８０人の

削減を行いました。また、非役付職員の給与カーブ

をフラット化した独立行政法人国立病院機構の給料

表を採用すること、さらに、複数年契約によるＳＰ

Ｄ※を導入し、医薬品等の材料費を縮減することな

どにより、人件費・材料費の節減を図ることとしま

した。

※ＳＰＤ：医薬品等の調達及び物流管理を包括的に業

務委託する手法のこと。

主要な取組の効果見込み額

【５年間（Ｈ１８～Ｈ２２）の合計額】

○事務部門の再構築 約２６億円

○独自給与体系の導入 約１９億円

○給食業務等の委託化 約７億円

○ＳＰＤ導入による一括調達効果 約１５億円

まだ、スタートしたばかりの機構ですが、理事長

以下役員のリーダーシップのもと職員が一丸となっ

て、実効ある改革へ向けての意欲的な取組を行って

います。

おわりに
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中期計画に掲げた主な取組

大阪府健康福祉部病院事業課（問い合わせ：０６－６９４４－６６９０）
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今後の課題としては、第一に都道府県立の病院と

しては全国初の地方独立行政法人であることから手

探り状態ですが、地方独立行政法人制度の長所であ

る自律性・機動性・透明性を最大限に活かした機構

独自の経営体制を確立することです。第二に、機構

及び病院現場において、患者のニーズに沿った柔軟

で迅速な対応を進め、一層患者との信頼関係を強固

なものとするとともに、高度医療や不採算医療、危

機管理対応等公的な使命を果たしていくことです。

第三に、これらの取組に併せて安定的な経営基盤の

確立のため、いわゆる不良債務の解消を進め、中期

計画の達成を確実なものとしていくことです。

また、この他にも、５つの病院のネットワーク化

を活かしての取組や、本部事務局と病院現場との適

切な役割分担の整理等も一層求められるところです。

最後に本府としては、健康福祉部を中心として、

本府が抱える医療課題の解決を推進していくため、

機構との連携を密にしていくとともに、機構による

府立の病院の効果的かつ円滑な運営を確実に支援し

ていきたいと考えています。
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【参　考】

１．地方独立行政法人化を方針として決定するまでの経緯

ってます！ ま ち づ く り  
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平成１７年４月に病院事業局病院改革課（当時）内

に新たに設けた法人設立準備グループ（担当参事以

下１６名）を中心に局内他グループと連携し、各病院

事務局と連絡調整・役割分担を行いながら業務を推

進。なお、システム開発・ＳＰＤ導入等の一部業務

については、業者委託を活用。

５．その他

①地方独立行政法人化を決定するまでの検討内容

の詳細については「今後の府立の病院のあり方、

果たすべき役割について（答申）」、「府立の病院

改革プログラム―診療機能の見直し編、運営形

態の見直し編―」（当課ホームページ　ＵＲＬ：

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/ｂｙｏｕｉｎｋｅｉｅｉ/ｂｙｏｕｉｎ

ｋｙｏｋｕ/ｉｎｄｅｘ.ｈｔｍ）に掲載）を参照。

②機構の詳細等については、機構ホームページ

ＵＲＬ：ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｏｐｈｏ.ｊｐを参照。
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３．主な作業別の進捗経過

４．法人化準備費用２．法人設立までの主な準備業務
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